
我孫子市消防本部 警防課  

 

パブリックコメント閲覧用資料 

 

１ 件名 

我孫子市消防団員の定数等を変更する条例の改正案について 

 

２ 改正する条例の名称 

我孫子市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

 

３ 改正案の主な内容 

我孫子市消防団組織改正基本計画（令和 6年 12月策定）に基づき、我孫子

市消防団の組織を１消防団本部、６方面隊、２１個分団から１消防団本部、４

方面隊、１６個分団及び消防団本部付分団（女性分団）に変更するため、条例

で定める消防団員の定数を２６６人から２２２人に改正するとともに、消防

団員の年額報酬の支給方法を、年４回に分けての支給から年１回の支給に変

更するため、条文を改正するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 消防団の組織図 

（１）改正後 

  

 
 

 

 

 

団本部付け団員

第１方面
方面隊長

２人

第２方面
方面隊長

２人

第３方面
方面隊長

16分団(旧21分団) １３人 消防ポンプ車

２人

女性分団 １５人

副団長

13分団(旧17分団) １２人 小型ポンプ積載車

１人

14分団(旧19分団) １２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

12分団(旧14分団) １２人 小型ポンプ積載車

第４方面
方面隊長

15分団(旧20分団) １２人 小型ポンプ積載車

２人

消防団長

９分団(旧11+旧12分団) １３人 消防ポンプ車
１人

10分団(旧13分団) １２人 小型ポンプ積載車

11分団(旧15+旧16分団)

７分団（旧５分団） １２人 小型ポンプ積載車

８分団（旧６分団） １２人 小型ポンプ積載車

副団長

５分団（旧７分団） １２人 小型ポンプ積載車

１人

６分団(旧３＋旧４分団) １３人 消防ポンプ車

４分団（旧２分団） １２人 小型ポンプ積載車

１分団（旧８分団） １２人 小型ポンプ積載車

消防団員定数　　　２２２人

内訳　団本部役員　　１１人
　　　団員　　　　２１１人

２分団（旧１分団） １３人 消防ポンプ車

３分団（旧９分団） １２人 小型ポンプ積載車



 

 

（２）改正前 

   

１人

１人

１人

１人

　消防団員定数　　　２６６人

　内訳　団本部役員　　１０人
　　　　団員　　　　２５６人

１２人

副団長

副団長

副団長

消防団長

小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１人

１人

１人

１人

１人

１人

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人

１３人 消防ポンプ車

小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

第１方面
方面隊長

第２方面
方面隊長

第３方面
方面隊長

第４方面
方面隊長

第５方面
方面隊長

第６方面
方面隊長

第１７分団

第１８分団

第１９分団

第２０分団

第２１分団

団本部付け団員

第１１分団

第１２分団

第１３分団

第１４分団

第１５分団

第１６分団

第１０分団

第２分団

第３分団

第５分団

第６分団

第８分団

第９分団

第７分団

１３人 消防ポンプ車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人

１３人

第１分団

第４分団

小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

１２人 小型ポンプ積載車

消防ポンプ車１３人

消防ポンプ車



 

５ 消防団の管轄区域 

（１）改正後 

  方面及び分団

名 

主な管轄区域 

第

１

方

面

隊 

第１分団 

第２分団 

第３分団 

第４分団 

台田１丁目～４丁目、根戸、根戸新田、呼塚新田、船戸１丁目

～３丁目、布施、布施下、弁天下、久寺家、久寺家１丁目、久

寺家２丁目、北新田の一部、つくし野、つくし野１丁目～７丁

目、我孫子の一部、我孫子１丁目～４丁目、白山１丁目～３丁

目、本町１丁目～３丁目、我孫子新田、緑１丁目、緑２丁目、

寿１丁目、寿２丁目、若松、並木５丁目～９丁目、栄、泉 

第

２

方

面

隊 

第５分団 

第６分団 

第７分団 

第８分団 

北新田の一部、我孫子の一部、柴崎、柴崎台１丁目～５丁目、

青山、南青山、青山台１丁目～４丁目、高野山、高野山新田、

天王台１丁目～６丁目、東我孫子１丁目、東我孫子２丁目、日

の出、下ヶ戸、岡発戸、岡発戸新田、都部、都部新田の一部、

都部村新田、上沼田の一部、湖北台９丁目、湖北台１０丁目、 

第

３

方

面

隊 

第９分団 

第１０分団 

第１１分団 

第１２分団 

中峠、中峠台、湖北台１丁目～８丁目、都部新田の一部、中峠

村下、中里、中里新田、上沼田の一部、古戸、日秀、日秀新

田、中沼田、新木の一部、新木村下 

 

第

４

方

面

隊 

第１３分団 

第１４分団 

第１５分団 

第１６分団 

新木の一部、新木野１丁目～４丁目、南新木１丁目～４丁目、

大作新田、下沼田、江蔵地、布佐、布佐１丁目、布佐平和台１

丁目～７丁目、浅間前新田、浅間前、布佐下新田、三河屋新

田、相島、相島新田、都、布佐酉町、新々田 

 

 



 

 

（２）改正前   

方面及び分団名 管 轄 区 域 

第

１

方

面

隊 

第１分団 

つくし野１丁目の一部、つくし野２丁目の一部、我孫子１丁目、我孫子

４丁目、本町１丁目～３丁目、白山１丁目、白山２丁目、緑１丁目、我

孫子新田の一部 

第２分団 
並木５丁目～８丁目、栄、寿１丁目、寿２丁目、緑２丁目、若松、我

孫子新田の一部、泉 

第３分団 
柴崎の一部、我孫子の一部、並木９丁目、柴崎台１丁目～５丁目、北

新田の一部 

第４分団 
青山、南青山、青山台１丁目～４丁目、柴崎の一部、下ヶ戸の一部、

日の出、北新田の一部、中峠の一部 

第

２

方

面

隊 

第５分団 

下ヶ戸の一部、東我孫子１丁目、東我孫子２丁目の一部、岡発戸、岡

発戸新田、都部の一部、柴崎の一部、天王台１丁目の一部、天王台２

丁目の一部、天王台３丁目の一部、天王台６丁目の一部 

第６分団 

岡発戸の一部、都部の一部、都部新田の一部、都部村新田、中峠の一

部、湖北台６丁目の一部、湖北台７丁目の一部、湖北台９丁目、湖北

台10丁目、上沼田の一部、下ヶ戸の一部 

第７分団 

天王台１丁目の一部、天王台２丁目の一部、天王台３丁目の一部、天

王台４丁目、天王台５丁目、天王台６丁目の一部、柴崎の一部、我孫

子の一部、我孫子新田の一部、高野山、高野山新田 

第

３

方

面

隊 

第８分団 

つくし野３丁目の一部、つくし野４丁目、布施の一部、我孫子２丁

目、我孫子３丁目、台田１丁目～４丁目、船戸１丁目～３丁目、白山

３丁目、根戸、根戸新田、呼塚新田 

第９分団 
久寺家の一部、久寺家１丁目の一部、久寺家２丁目の一部、布施の一

部、つくし野、つくし野１丁目の一部、つくし野２丁目の一部、つく



し野３丁目の一部、つくし野５丁目～７丁目、我孫子の一部 

第10分団 

久寺家の一部、久寺家１丁目の一部、久寺家２丁目の一部、布施の一

部、布施下、北新田の一部、弁天下 

第

４

方

面

隊 

第11分団 

中峠の一部、中峠台、湖北台１丁目の一部、湖北台３丁目～５丁目、

湖北台６丁目の一部、湖北台７丁目の一部、湖北台８丁目、都部新田

の一部、中峠村下、中里の一部、中里新田の一部、上沼田の一部 

第12分団 中峠の一部 

第13分団 
中里の一部、中里新田の一部、日秀新田の一部、湖北台１丁目の一

部、湖北台２丁目、上沼田の一部、中沼田の一部 

第

５

方

面

隊 

第14分団 古戸の一部、中峠の一部 

第15分団 中里の一部、日秀の一部、日秀新田の一部、中沼田の一部 

第16分団 
古戸の一部、新木の一部、日秀の一部、日秀新田の一部、新木村下の

一部、中沼田の一部 

第17分団 
新木の一部、新木村下の一部、新木野１丁目、中沼田の一部、下沼田

の一部、南新木２丁目～４丁目 

第

６

方

面

隊 

第18分団 新木の一部、新木野２丁目～４丁目、江蔵地、布佐の一部 

第19分団 

布佐平和台１丁目～７丁目、大作新田、浅間前新田、布佐下新田、三

河屋新田、相島新田、新々田、下沼田の一部、布佐の一部、南新木１

丁目 

第20分団 布佐の一部、布佐１丁目の一部 

第21分団 布佐の一部、布佐１丁目の一部、都、布佐酉町 

 

６ 添付書類 

我孫子市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例（案）「新旧対照表」 


